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 質問 回答 

１ 

Web ページに掲載されている

募集要項の８（２）イにおいて、

書面審査と記載があるが、プレ

ゼンテーションによる審査では

ないのか。 

 

現時点ではプレゼンテーションによる審査を検討してい

る。そのため、掲載されている募集要項を差し替えさせて

いただく。（「書面」の文言を削除） 

 

２ 

セミナーの開催会場について、

名古屋・尾張地域２回、三河地

域２回の計４回とのことだが、具

体的には名古屋１回、尾張１回

が想定されているのか。 

名古屋・尾張地域の中で２回開催が条件となっているた

め、名古屋市内で２回開催することを一概に否定するもの

ではないが、受託者と協議の上、決定したい。 

３ 

セミナーにおける傷害保険や損

害賠償保険の加入を検討して

いるが、見積書に当該保険料を

盛り込んでもよいか。 

保険の加入自体は付加提案としていただければ問題なく、

見積書に保険料を盛り込んでいただいても差し支えない。

ただし、委託料額を増額することはできないことをあらかじ

めご承知いただきたい。 

４ 

「公正採用選考人権啓発推進

員選任状況報告書」の写しにつ

いて、管轄のハローワークで

は、FAX 提出の場合は受付印

を押さない運用が基本となって

いる。 

今回の提出書類において、受

付印は必須か。 

原則、受付印が必要である。 

ただし例外として、FAX やメールで提出したことにより受

付印の取得が困難な場合、メールの返信等、報告が受理

された証明となるものを添付することで受付印に変えるこ

とができる。 

 


